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7.3 保存性の確保について 

 A．制度上の要求事項 

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保

存することができる措置を講じていること。 

（e-文書法省令 第 4 条第 4 項第 3 号） 

 

③ 保存性の確保 

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保

存することができる措置を講じていること。 

（施行通知 第 2 2（3）③） 

 

「診療録等の記録の真正性、見読性及び保存性の確保の基準を満たさなければならない

こと。」 

（外部保存改正通知 第 2 1（1）） 

 

B．考え方 

保存性とは、記録された情報が法令等で定められた期間に渡って真正性を保ち、見読可

能にできる状態で保存されることをいう。 

診療録等の情報を電子的に保存する場合に、保存性を脅かす原因として、下記のものが

考えられる。 

 

（1） ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等 

（2） 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊 

（3） 記録媒体、設備の务化による読み取り不能または不完全な読み取り 

（4） 媒体・機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能 

（5） 障害等によるデータ保存時の不整合 

 

これらの脅威をなくすために、それぞれの原因に対する技術面及び運用面での各種対策

を施す必要がある。 

 

（1） ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等 

ウイルスまたはバグ等によるソフトウェアの不適切な動作により、電子的に保存さ

れた診療録等の情報が破壊される恐れがある。このため、これらの情報にアクセスす

るウイルス等の不適切なソフトウェアが動作することを防止しなければならない。 

また、情報を操作するソフトウェアが改ざんされていないこと、及び仕様通りに動

作していることを確認しなければならない。 


